
ILO駐日事務所
中小企業向け「ビジネスと人権」セミナー

広島県社会保険労務士会

本セミナーは、経済産業省拠出のILOプロジェクト「アジアにおける責任あ
るバリューチェーン構築：ビジネス活動におけるディーセント・ワークの
促進を通じて」の一環として実施されます。

-------------   プログラム ------------
●「ビジネスと人権」とは？
●なぜ今、取り組む必要があるのか？
●人権デューディリジェンスのポイント
● Q&A 質問・疑問にお答えします！

企業
向け

「ビジネスと人権」
セミナー

「ビジネスと人権」推進社労士がサポート！

事業の継続・好循環・成長をし続けるために今、何が必要でしょうか？
企業に求められている人権尊重経営、責任ある企業行動、「ビジネスと人
権」、人権デューディリジェンスについて、「ビジネスと人権」に精通した
社労士がご説明いたします！

日時

会場

申込

「ビジネスと人権」
推進社労士とは？

令和7年2月12日（水）
14:00から16:00まで
エールエールA館6階
所在地：広島市南区松原町9-1

事前申込制です
本セミナーは、企業・事業所向けと
なっております。社労士の方は、定員
を下回った場合のみ、受講可能となり
ます。予めご了承ください。

お申込みはこちら

https://www.hiroshima-sr.or.jp
082-212-4481
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